
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月15日 

【中間会計期間】 第35期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

【会社名】 株式会社トーメンエレクトロニクス 

【英訳名】 TOMEN ELECTRONICS CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  真下 敏男 

【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目８番27号 

【電話番号】 ０３（５４６２）９６１１（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  藤永 利明 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目８番27号 

【電話番号】 ０３（５４６２）９６１１（代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  藤永 利明 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（1）連結経営指標等 

 （注）１．連結売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

３．平成17年５月20日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

４．第35期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 69,199 66,509 60,553 135,735 132,474 

経常利益（百万円） 3,410 2,474 2,130 6,209 4,452 

中間（当期）純利益（百万円） 2,185 1,639 1,381 4,095 3,024 

純資産額（百万円） 28,244 31,390 33,812 29,734 32,641 

総資産額（百万円） 61,260 60,414 58,453 57,239 56,094 

１株当たり純資産額（円） 3,492.62 1,940.84 2,079.72 3,674.05 2,017.49 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
270.30 101.38 85.43 503.60 186.35 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 46.1 52.0 57.5 51.9 58.2 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△5,279 154 △1,593 △2,644 1,339 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
78 △8 △65 190 195 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
689 △263 △1,382 △939 △2,617 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
6,465 7,471 3,539 7,517 6,624 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］(人) 

470 

[79] 

529 

[73] 

588 

[75] 

473 

[81] 

535 

[74] 



（2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

３．平成17年５月20日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 58,377 59,564 57,002 116,087 116,404 

経常利益（百万円） 2,880 1,806 1,680 4,898 3,207 

中間（当期）純利益（百万円） 1,731 1,103 995 2,984 2,007 

資本金（百万円） 5,251 5,251 5,251 5,251 5,251 

発行済株式総数（千株） 8,087 16,174 16,174 8,087 16,174 

純資産額（百万円） 24,183 26,063 27,323 25,105 26,617 

総資産額（百万円） 54,573 53,096 50,938 52,789 50,265 

１株当たり純資産額（円） 2,990.47 1,611.45 1,689.37 3,101.56 1,645.04 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
214.17 68.23 61.58 366.14 123.44 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） 27.50 15.00 15.00 60.00 30.00 

自己資本比率（％） 44.3 49.1 53.6 47.6 53.0 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］(人) 

418 

[79] 

470 

[72] 

518 

[74] 

423 

[80] 

466 

[73] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

（1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループ（当社及び連結子会社）からグループ外への出向者を除き、グループ外

から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時従業員数（パートタイマー及び嘱託）は

（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定の品目別に区分できない管理部門及び技術部門に所

属しているものであります。 

３．従業員数が前連結会計年度末に比べ53名増加したのは、事業の拡大に伴う新規採用によるものであります。

（2）提出会社の状況 

 （注）１.従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時従業員数（パートタイマー及び嘱託）は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

２．従業員数が前期末に比べ52名増加したのは、事業の拡大に伴う新規採用によるものであります。 

（3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

品目別の名称 従業員数（人） 

半導体 480 (12) 

情報通信機器及び応用システム 16 (－) 

全社（共通） 92 (63) 

合計 588 (75) 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 518   (74) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間の経済環境は、米国経済は原油価格の不透明感、住宅投資の減速感など不安定な要素が内在

するものの、底堅く推移し、中国及びアジアにおいても、中国を中心に景気拡大が続いており、アジア経済は堅調

に推移いたしました。一方、日本においては、企業収益は高水準を続けており、需要も増加している中、設備投資

も増加し、全体として景気は回復いたしました。 

エレクトロニクス業界におきましては、パソコンの出荷台数が予想以上に伸びたことや携帯電話、デジタルカメ

ラ、携帯音楽プレーヤーなど幅広い電子機器等への半導体の需要が増加いたしました。 

このような環境下、当社グループの業績は主力の半導体部門は産業・計測、家電機器及び車載向けが順調に推移

したものの、移動体無線及び情報機器向けがNOR型フラッシュメモリーの需要減少や海外案件のビジネスが一部終息

したこともあり、前年同期比9.7％減の519億55百万円となりました。また、情報通信機器部門は主力のハードディ

スクドライブが商権の移管等による影響もあり、同28.7％減の52億40百万円となりました。一方、その他に区分さ

れる売上高は一括調達代行案件等が増加したことにより、同104.7％増の33億58百万円となりました。この結果、当

中間連結会計期間の売上高は、同9.0％減の605億53百万円となりました。 

利益面では、半導体市況の価格下落や価格競争等のビジネス環境は依然として続くものの、当中間連結会計期間

においては低利益率の一部の半導体及びハードディスクドライブの売上減少により高付加価値半導体の売上が売上

高全体に占める割合を押し上げた結果、売上総利益率は前年同期比0.4ポイント上昇し10.0％となり、売上総利益は

前年同期比4.7％減の60億60百万円となりました。営業利益は人員増に伴う販売費及び一般管理費の増加もあり、同

28.0％減の18億68百万円となりましたが、経常利益は為替損益の良化及び持分法投資利益の増加により、同13.9％

減の21億30百万円、中間純利益は同15.7％減の13億81百万円となりました。 

品目別の業績は、次のとおりであります。 

なお、当社グループ（当社及び連結子会社）は、電子部品・機器の販売事業の単一セグメントであるため、品目

別に記載しております。 

①半導体 

産業・計測、家電機器及び車載向けが順調に推移したものの、携帯電話及び情報機器向けのNOR型フラッシュメ

モリーが減少したことにより、売上高は519億55百万円（前年同期比9.7％減）となりました。 

②情報通信機器及び応用システム 

主力のハードディスクドライブの商権移管の影響もあり、売上高は52億40百万円（前年同期比28.7％減）となり

ました。 

③その他 

一括調達代行事業における半導体以外の電子部品及び機構部品が大幅に増加したことにより、売上高は33億58百

万円（前年同期比104.7％増）となりました。 



所在地別のセグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

国内は、産業・計測、家電機器及び車載向けが順調に推移したものの、移動体無線及び情報機器向けが減少した

結果、売上高は437億75百万円（前年同期比9.1％減）となりました。利益面では高付加価値半導体の売上割合が増

加したことにより売上総利益率は改善したものの、売上減による利益の減少を補いきれず、また、人員増加に伴う

一般管理費の増加もあり、営業利益は16億45百万円（前年同期比21.3％減）となりました。 

②アジア地域 

香港及びシンガポールは、コードレス電話用チップセットが引き続き堅調に推移し、またDVDレコーダーなどデ

ジタル家電向けが伸張したものの、一部大型案件が終息したことから、売上高は165億60百万円（前年同期比1.3％

減）、営業利益は２億83百万円（前年同期比45.0％減）となりました。 

③北米地域 

米国は、コードレス電話用チップセットの販売経路を日本からの直販に切り替えたことが影響し、売上高は２億

18百万円（前年同期比86.1％減）となり、営業損失は32百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が21億

39百万円と減益となり、営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことに加え、長期借入金を返済したことに

より財務活動によるキャッシュ・フローが減少したことから、前中間連結会計期間末に比べ39億31百万円減少

（52.6％減）し、当中間連結会計期間末には35億39百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は15億93百万円（前年同期は１億54百万円の収入）となりました。これは、主に税

金等調整前中間純利益21億39百万円、売上債権の増加14億48百万円、棚卸資産の増加40億２百万円、仕入債務の増

加25億43百万円及び法人税等の支払６億84百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は65百万円（前年同期は８百万円の支出）となりました。これは、主に敷金の増加

等に起因するその他投資活動による支出46百万円及び無形固定資産の取得による支出10百万円によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は13億82百万円（前年同期は２億63百万円の支出）となりました。これは主に、長

期借入金の返済20億円、短期借入金の増加９億円及び配当金の支払２億42百万円によるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

（1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（2）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はあ

りません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

品目別の名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

半導体 62,627 19.3 

情報通信機器及び応用システム 6,907 △0.1 

その他 3,966 166.6 

合計 73,502 20.7 

品目別の名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

半導体 51,955 △9.7 

情報通信機器及び応用システム 5,240 △28.7 

その他 3,358 104.7 

合計 60,553 △9.0 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 特記すべき事項はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 40,000,000 

計 40,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株） 

（平成18年９月30日） 
提出日現在発行数（株）
（平成18年12月15日） 

上場証券取引所名又は 
登録証券業協会名 

内容 

普通株式      16,174,000 同左 
東京証券取引所 

（市場第一部） 
－ 

計      16,174,000 同左 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高(株) 

資本金増減額 
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残高 
(百万円) 

 平成18年４月１日～ 

 平成18年９月30日 
－ 16,174,000 － 5,251 － 4,767 



(4）【大株主の状況】 

（注）１.資産管理サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係る株式数であります。 

２.前事業年度末現在主要株主であった株式会社トーメンは、当中間期末では主要株主ではなくなりました。前事

業年度末現在主要株主でなかった豊田通商株式会社は、当中間期末では主要株主となっております。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目９番８

号 

6,402 39.58 

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエ

ム クライアント アカウンツ イー アイ

エスジー 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET  

LONDON BC4A 2BB,UNITED KINGDOM 

1,914 11.83 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀

行） 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１

号） 

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,296 8.01 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,208 7.47 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 
624 3.85 

ステート ストリート バンク アンド ト

ラスト カンパニー 505025 

 P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS  

02101 U.S.A. 
490 3.03 

（常任代理人 株式会社みずほコーポ

レート銀行） 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

ザ チェース マンハッタン バンク エヌ

エイ ロンドン 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET  

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
413 2.55 

（常任代理人 株式会社みずほコーポ

レート銀行） 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

モルガン・スタンレー・アンド・カンパ

ニー・インターナショナル・リミテッド 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDO

N E14 4QA, ENGLAND 
365 2.26 

（常任代理人 モルガン・スタンレー

証券会社） 

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号） 

ジェーピー モルガン チェース バン

ク 385050 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDO

N EC2D 2HD ENGLAND 
284 1.76 

（常任代理人 株式会社みずほコーポ

レート銀行） 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

ビーエヌピー パリバ セキュリティー

ズ サービス ルクセンブルグ ジャスデ

ック セキュリティーズ 

23, AVENUE DE LA PORTE NEUVE L-2085  

LUXEMBOURG, LUXEMBOURG 
264 1.63 

（常任代理人 香港上海銀行） （東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

計 － 13,264 82.01 



３.みずほ証券株式会社とその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社及び富士投信投資顧問株式会社から、平

成18年５月15日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下のとおり株式

を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確

認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合（％） 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区日本橋１丁目５番１号 11 0.07 

みずほ信託銀行株式会社  東京都中央区八重洲１丁目２番１号  873 5.40 

富士投信投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋小船町８番１号 6 0.04 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式        100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 16,173,300 161,733 － 

単元未満株式 普通株式        600 － 一単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 16,174,000 － － 

総株主の議決権 － 161,733 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 
 所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社トーメンエレク

トロニクス 

東京都港区港南 

一丁目８番27号 
100 － 100 0.0 

計 － 100 － 100 0.0 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 3,140 2,970 2,875 2,755 2,410 2,290 

最低（円） 2,675 2,675 2,640 2,270 2,165 1,955 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついてはあらた監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  中央青山監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  あらた監査法人 

 また、中央青山監査法人は平成18年９月１日に名称を変更し、みすず監査法人となりました。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     7,471 3,539   6,624 

２．受取手形及び売掛
金 

※３   36,692 34,590   33,254 

３．棚卸資産     10,383 14,229   10,265 

４．その他     1,268 1,392   1,369 

貸倒引当金     △55 △35   △44 

流動資産合計     55,760 92.3 53,716 91.9   51,468 91.8

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１   119 106   114 

２．無形固定資産     306 251   282 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   3,286   3,314 3,203   

(2)その他   957   1,080 1,041   

貸倒引当金   △15 4,228 △15 4,379 △15 4,229 

固定資産合計     4,654 7.7 4,737 8.1   4,626 8.2

資産合計     60,414 100.0 58,453 100.0   56,094 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

※３   10,039 9,360   6,920 

２．短期借入金 ※４   12,513 11,347   10,446 

３．賞与引当金     364 351   329 

４．その他     2,275 2,025   1,932 

流動負債合計     25,191 41.7 23,084 39.5   19,628 35.0

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金     2,000 －   2,000 

２．退職給付引当金     1,358 1,350   1,352 

３．役員退職慰労引当
金 

    90 38   98 

４．その他     240 167   205 

固定負債合計     3,689 6.1 1,556 2.7   3,656 6.5

負債合計     28,880 47.8 24,641 42.2   23,285 41.5

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分     142 0.2 － －   168 0.3

              

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,251 8.7 － －   5,251 9.4

Ⅱ 資本剰余金     4,767 7.9 － －   4,767 8.5

Ⅲ 利益剰余金     21,142 35.0 － －   22,285 39.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    301 0.5 － －   196 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定     △71 △0.1 － －   141 0.3

Ⅵ 自己株式     △0 △0.0 － －   △0 △0.0

資本合計     31,390 52.0 － －   32,641 58.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    60,414 100.0 － －   56,094 100.0 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本             

１．資本金     － － 5,251 9.0   － －

２．資本剰余金     － － 4,767 8.2   － －

３．利益剰余金     － － 23,413 40.0   － －

４．自己株式     － － △0 △0.0   － －

株主資本合計     － － 33,432 57.2   － －

Ⅱ 評価・換算差額等             

１．その他有価証券評
価差額金 

    － － 149 0.2   － －

２．為替換算調整勘定     － － 55 0.1   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － 204 0.3   － －

Ⅲ 少数株主持分     － － 175 0.3   － －

純資産合計     － － 33,812 57.8   － －

負債純資産合計     － － 58,453 100.0   － － 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高     66,509 100.0 60,553 100.0   132,474 100.0 

Ⅱ 売上原価     60,150 90.4 54,492 90.0   120,025 90.6

売上総利益     6,358 9.6 6,060 10.0   12,449 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   3,764 5.7 4,192 6.9   7,735 5.8

営業利益     2,594 3.9 1,868 3.1   4,713 3.6

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   11   43 46   

２．受取配当金   1   1 9   

３．為替差益   －   60 －   

４．持分法による投資
利益 

  167   221 363   

５．その他   6 187 0.3 25 352 0.6 13 433 0.3

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   76   64 154   

２．為替差損   196   － 492   

３．売上割引   －   26 37   

４．その他   34 308 0.5 0 91 0.2 9 694 0.5

経常利益     2,474 3.7 2,130 3.5   4,452 3.4

Ⅵ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 12   － 13   

２．貸倒引当金戻入益   －   8 4   

３．投資有価証券売却
益 

  －   － 161   

４．役員退職慰労引当
金戻入益 

  22   － 22   

５．その他   － 35 0.1 － 8 0.0 0 202 0.1

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 0   0 0   

２．その他   0 0 0.0 － 0 0.0 0 1 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    2,508 3.8 2,139 3.5   4,653 3.5

法人税、住民税及
び事業税 

  805   697 1,480   

法人税等調整額   37 843 1.3 49 746 1.2 104 1,584 1.2

少数株主利益     26 0.0 10 0.0   43 0.0

中間(当期)純利益     1,639 2.5 1,381 2.3   3,024 2.3

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     4,767 4,767

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)
残高 

    4,767 4,767

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     19,789 19,789

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益   1,639 1,639 3,024 3,024

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   262 505

２．取締役賞与金   23 286 23 528

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)
残高 

    21,142 22,285

      



 中間連結株主資本等変動計算書 

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
5,251 4,767 22,285 △0 32,303 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 (注)     △242   △242 

取締役賞与 (注)     △10   △10 

中間純利益     1,381   1,381 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 1,128 － 1,128 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
5,251 4,767 23,413 △0 33,432 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
196 141 337 168 32,809 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 (注)         △242 

取締役賞与 (注)         △10 

中間純利益         1,381 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△46 △85 △132 6 △126 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△46 △85 △132 6 1,002 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
149 55 204 175 33,812 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前中間（当期）純利益   2,508 2,139 4,653

減価償却費   55 55 116

持分法による投資利益   △167 △221 △363

固定資産除却損   0 0 0

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

  12 △1 5

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△） 

  △105 △60 △96

賞与引当金の増減額（減少：△）   △56 22 △91

貸倒引当金の増減額（減少：△）   6 △8 △4

受取利息及び受取配当金   △13 △45 △56

支払利息   76 64 154

固定資産売却益   △12 － △13

売上債権の増減額（増加：△）   △1,808 △1,448 1,903

棚卸資産の増減額（増加：△）   △775 △4,002 △562

仕入債務の増減額（減少：△）   1,732 2,543 △1,630

未収消費税等の増減額（増加：△）   △129 △229 △72

未払消費税等の増減額（減少：△）   △173 － △173

役員賞与の支払額   △23 △10 △23

その他   203 281 △349

小計   1,331 △923 3,397

利息及び配当金の受取額   60 85 96

利息の支払額   △86 △70 △159

法人税等の支払額   △1,150 △684 △1,994

営業活動によるキャッシュ・フロー   154 △1,593 1,339

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △25 △7 △40

有形固定資産の売却による収入   16 － 17

無形固定資産の取得による支出   △0 △10 △31

投資有価証券の取得による支出   △1 △1 △118

その他   1 △46 368

投資活動によるキャッシュ・フロー   △8 △65 195

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額 
（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（減少：△）   37 900 △2,033

ファイナンスリース債務の返済   △39 △39 △78

長期借入金の返済   － △2,000 －

配当金の支払額   △262 △242 △505

財務活動によるキャッシュ・フロー   △263 △1,382 △2,617

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   71 △43 188

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

  △46 △3,084 △893

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   7,517 6,624 7,517

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高 

  7,471 3,539 6,624

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

連結子会社の数   ９社 

該当連結子会社名 

TOMEN(SINGAPORE)ELE- 

CTRONICS PTE.LTD. 

TOMEN ELECTRONICS 

(HONG KONG)LIMITED 

TOMEN ELECTRONICS 

AMERICA,INC. 

PACIFIC PROCUREMENT  

AND LOGISTICS,INC. 

TOMEN ELECTRONICS 

TAIWAN CORP. 

TOMEN ELECTRONICS  

(SHANGHAI) CO., LTD. 

TOMEN ELECTRONICS  

(THAILAND) CO., LTD. 

株式会社ピーピーエル 

株式会社ティーエーピ

ー 

なお、TOMEN ELECTRONI- 

CS (SHANGHAI) CO., LTD.

及びTOMEN ELECTRONICS  

(THAILAND) CO., LTD.は新

規設立により、当中間連結

会計期間から連結の範囲に

含めております。 

連結子会社の数   ８社 

該当連結子会社名 

TOMEN(SINGAPORE)ELE- 

CTRONICS PTE.LTD. 

TOMEN ELECTRONICS 

(HONG KONG)LIMITED 

TOMEN ELECTRONICS 

AMERICA,INC. 

TOMEN ELECTRONICS 

TAIWAN CORP. 

TOMEN ELECTRONICS  

(SHANGHAI) CO., LTD. 

TOMEN ELECTRONICS  

(THAILAND) CO., LTD. 

株式会社ピーピーエル 

株式会社ティーエーピ

ー 

連結子会社の数   ８社 

該当連結子会社名 

TOMEN(SINGAPORE)ELE- 

CTRONICS PTE.LTD. 

TOMEN ELECTRONICS 

(HONG KONG)LIMITED 

TOMEN ELECTRONICS 

AMERICA,INC. 

TOMEN ELECTRONICS 

TAIWAN CORP. 

TOMEN ELECTRONICS  

(SHANGHAI) CO., LTD. 

TOMEN ELECTRONICS  

(THAILAND) CO., LTD. 

株式会社ピーピーエル 

株式会社ティーエーピ

ー 

なお、TOMEN ELECTRONI- 

CS (SHANGHAI) CO., LTD.

及びTOMEN ELECTRONICS  

(THAILAND) CO., LTD．は

当連結会計年度において新

たに設立したことにより、

当連結会計年度より連結子

会社に含めております。 

また、PACIFIC PROCUREME-

NT AND LOGISTICS,INC.

は、調達代行業務を株式会

社ピーピーエルに移管し当

連結会計年度に清算したた

め、連結子会社から除外し

ております。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

持分法適用の関連会社数 

１社 

株式会社トーメンデバイ

ス 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項 

連結子会社の中間決算日

は、株式会社ピーピーエル

及び株式会社ティーエーピ

ーは９月30日、その他の連

結子会社は６月30日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に

当たっては、同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。 

同左 連結子会社の決算日は、株

式会社ピーピーエル及び株

式会社ティーエーピーは３

月31日、その他の連結子会

社は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当た

っては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調

整を行っております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関す

る事項 

      

(1)重要な資産の評価

基準及び評価方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定） 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (ロ)デリバティブ 

時価法 

(ロ)デリバティブ 

同左 

(ロ)デリバティブ 

同左 

 (ハ)棚卸資産 

中間連結財務諸表提出

会社、株式会社ピーピ

ーエル及び株式会社テ

ィーエーピーは移動平

均法による原価法 

その他の連結子会社は

移動平均法による低価

法 

(ハ)棚卸資産 

同左 

(ハ)棚卸資産 

連結財務諸表提出会

社、株式会社ピーピー

エル及び株式会社ティ

ーエーピーは移動平均

法による原価法 

その他の連結子会社は

移動平均法による低価

法 

(2)重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

(イ)有形固定資産 

中間連結財務諸表提出

会社は定率法 

連結子会社は下記を除

き定率法 

TOMEN ELECTRONICS 

AMERICA,INC．及び 

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

は定額法であります。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    10～15年 

工具器具備品５～10年 

(イ)有形固定資産 

同左 

(イ)有形固定資産 

連結財務諸表提出会社

は定率法 

連結子会社は下記を除

き定率法 

TOMEN ELECTRONICS 

AMERICA,INC．及び 

TOMEN ELECTRONICS 

(THAILAND) CO., LTD.

は定額法であります。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    10～15年 

工具器具備品５～10年 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ロ)無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウエア(自

社利用)については、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法 

(ロ)無形固定資産 

同左 

(ロ)無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウエア(自

社利用)については、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法 

営業権については発生

時一括償却 

(3)重要な引当金の計

上基準 

(イ)貸倒引当金 

連結会社間の債権及び

債務の相殺消去後の金

額に対して、売上債

権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)賞与引当金 

従業員への賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づき計上して

おります。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

(ロ)賞与引当金 

同左 

 (ハ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中

間連結会計期間末にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。 

数理計算上の差異は、

その発生時の翌連結会

計年度に一括費用処理

することとし、当中間

連結会計期間負担額を

計上しております。 

(ハ)退職給付引当金 

同左 

(ハ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上し

ております。 

数理計算上の差異は、

その発生時の翌連結会

計年度に一括費用処理

することとしておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (ニ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計

上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく要支給額を計

上しておりましたが、

平成18年６月に同制度

を廃止し、それ以降新

規の引当を停止してお

ります。従いまして、

当中間連結会計期間末

の残高は現任役員が平

成18年６月以前に就任

していた期間に応じて

引当計上した額であり

ます。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。 

（追加情報） 

従来、役員の退職慰労

金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末

要支給額を計上してお

りましたが、役員の報

酬体系の見直しに伴

い、平成18年６月29日

付で役員退職慰労金制

度を廃止しておりま

す。  

(4)重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。 

なお、在外子会社の資産及

び負債、収益及び費用は各

社の中間会計期間の末日の

直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 

外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。 

なお、在外子会社の資産及

び負債、収益及び費用は各

社の中間会計期間の末日の

直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に含

めて計上しております。 

外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

なお、在外子会社の資産及

び負債、収益及び費用は各

社の会計年度の末日の直物

為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計

上しております。 

(5)重要なリース取引

の処理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

(6)その他中間連結財

務諸表(連結財務諸

表)作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。な

お、これによる損益に与える影響は

ありません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。なお、

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、33,637百万円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。 

────── 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「仕入割引」（当中間連結会計期間は０百万円）

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

にしました。 

２．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました

「売上割引」（当中間連結会計期間は24百万円）

は、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、営業外費用の「その他」に含めて表示すること

にしました。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました「売上割引」は、営

業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記す

ることにしました。 

なお、前中間連結会計期間における「売上割引」の金

額は、24百万円であります。 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当社の親会社である株式会社トーメ

ンは、平成17年12月６日付にて平成

18年４月１日を合併期日とする豊田

通商株式会社との合併契約書を締結

しました。合併の承認は平成18年２

月下旬開催予定の両社の臨時株主総

会において承認される予定でありま

す。 

なお、合併の方式は豊田通商株式会

社を存続会社とする吸収合併方式と

し、株式会社トーメンは解散するこ

とになります。 

────── ────── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、295百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、330百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、317百万円であります。 

 ２．偶発債務 

(イ)連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務 

 ２．偶発債務 

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務 

 ２．偶発債務 

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入金に対する保証債務 

上海虹日国際電子有限公司 

77百万円 (573千米ドルほか)

上海虹日国際電子有限公司 

93百万円 (513千米ドルほか)

上海虹日国際電子有限公司 

79百万円 (513千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為

替相場により円換算しており

ます。 

上記金額は、中間決算日の為

替相場により円換算しており

ます。 

上記金額は、決算日の為替相

場により円換算しておりま

す。 

(ロ)手形債権流動化に伴う買戻し義

務額 

563百万円 

  

  

  

  

※３．     ────── 

   

※３．中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。  

なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が中間

連結会計期間末日の残高に含

まれております。   

※３．     ────── 

  

   

   

 受取手形 462百万円 

支払手形 73百万円 

   

   

※４．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結してお

り、また、取引銀行１行と貸

出コミットメント契約を締結

しております。 

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

※４．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結してお

り、また、取引銀行３行と貸

出コミットメント契約を締結

しております。 

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミ

ットメントに係る借入未実行

残高は次のとおりでありま

す。 

※４．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結してお

り、また、取引銀行１行と貸

出コミットメント契約を締結

しております。 

  当連結会計年度末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

8,700百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 700百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

２．配当に関する事項  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

貸倒引当金繰

入額 
6百万円

従業員給与及

び賞与 
1,268百万円

賞与引当金繰

入額 
364百万円

退職給付費用 77百万円

役員退職慰労

引当金繰入額 
7百万円

賃借料 483百万円

従業員給与及

び賞与 
1,511百万円

賞与引当金繰

入額 
351百万円

退職給付費用 88百万円

役員退職慰労

引当金繰入額 
4百万円

賃借料 494百万円

従業員給与及

び賞与 
2,972百万円

賞与引当金繰

入額 
329百万円

退職給付費用 155百万円

役員退職慰労

引当金繰入額 
16百万円

賃借料 975百万円

※２．固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

※２．   ────── ※２．固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。 

車両運搬具 12百万円    車両運搬具  13百万円

※３．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

※３．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

※３．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

工具器具備品 0百万円 工具器具備品 0百万円 工具器具備品 0百万円

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項    

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 16,174,000 － － 16,174,000 

合計 16,174,000 － － 16,174,000 

自己株式     

普通株式 156 － － 156 

合計 156 － － 156 

(1）配当金支払額  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 242 15 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年10月26日 

取締役会 
普通株式 242 利益剰余金 15 平成18年９月30日 平成18年12月８日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 7,471百万円

現金及び現金同等物 7,471百万円

現金及び預金勘定 3,539百万円

現金及び現金同等物 3,539百万円

現金及び預金勘定 6,624百万円

現金及び現金同等物 6,624百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

  
取得価額相

当額 

  減価償却累

計額相当額 

  中間期末残

高相当額 

  百万円 百万円 百万円 

工具器

具備品 
476
 

236
 

240 

その他 575 261 313 

合 計 1,051 498 553 

  
取得価額相

当額 

 減価償却累

計額相当額

 中間期末残

高相当額 

  百万円 百万円 百万円

工具器

具備品 
441
 

276
 

164

その他 566 366 200

合 計 1,008 643 364

  
取得価額相

当額 

  減価償却累

計額相当額 

  期末残高相

当額 

  百万円 百万円 百万円

工具器

具備品 
448
 

251
 

197

その他 564 308 256

合 計 1,013 559 453

②未経過リース料中間期末残高相

当額等 

②未経過リース料中間期末残高相

当額等 

②未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 203百万円

１年超 366百万円

合計 569百万円

１年以内 183百万円

１年超 195百万円

合計 379百万円

１年以内 197百万円

１年超 272百万円

合計 469百万円

③支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

③支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

③支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 117百万円

減価償却費相当額 110百万円

支払利息相当額 6百万円

支払リース料 105百万円

減価償却費相当額 100百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 224百万円

減価償却費相当額 211百万円

支払利息相当額 11百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

      

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

      

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 37百万円

１年超 9百万円

合計 47百万円

１年以内 62百万円

１年超 72百万円

合計 134百万円

１年以内 58百万円

１年超 53百万円

合計 111百万円

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（注）当中間連結会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（注）当中間連結会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

  
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1)株式 126 587 461 

(2)その他 168 203 35 

合計 294 791 496 

  
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 2,396 

(2)その他有価証券   

非上場株式 98 

  
取得原価 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1)株式 76 321 245 

(2)その他 4 8 4 

合計 80 330 249 

  
中間連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 2,766 

(2)その他有価証券   

非上場株式 216 



前連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

（注）当連結会計年度において、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

は全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1)株式 75 382 306 

(2)その他 4 9 5 

合計 79 391 311 

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

  その他有価証券   

非上場株式 215 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 23,264 23,823 △112 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 22,513 22,927 △18 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

通貨 為替予約取引 24,055 24,189 △94 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社及び連結子会社は、電子部品・

機器の販売事業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国 

(2)北米………米国 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ 

(2)北米………米国 

  
日本 

（百万円） 
アジア 
（百万円）

北米 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 48,165 16,771 1,572 66,509 － 66,509 

(2)セグメント間の内部売上高 12,704 264 5 12,974 (12,974) － 

計 60,869 17,035 1,577 79,483 (12,974) 66,509 

営業費用 58,779 16,519 1,573 76,872 (12,958) 63,914 

営業利益 2,090 515 4 2,610 (15) 2,594 

  
日本 

（百万円） 
アジア 
（百万円）

北米 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 43,775 16,560 218 60,553 － 60,553 

(2)セグメント間の内部売上高 14,962 87 1 15,051 (15,051) － 

計 58,738 16,647 219 75,605 (15,051) 60,553 

営業費用 57,092 16,363 252 73,709 (15,024) 58,685 

営業利益（又は営業損失） 1,645 283 (32) 1,896 (27) 1,868 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、台湾、中国、タイ 

(2)北米………米国 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2)北米………米国 

(3)その他……チェコ他 

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2)北米………米国 

(3)その他……ドイツ 

３．海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であり

ます。 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円）
北米 

（百万円）
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 94,612 35,900 1,961 132,474 － 132,474 

(2)セグメント間の内部売上高 24,888 440 5 25,334 (25,334) － 

計 119,500 36,341 1,967 157,809 (25,334) 132,474 

営業費用 115,649 35,425 1,991 153,065 (25,304) 127,761 

営業利益（又は営業損失） 3,851 916 (23) 4,743 (30) 4,713 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,626 2,921 75 24,623 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       66,509 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
32.5 4.4 0.1 37.0 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,685 2,046 2 23,734 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       60,553 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
35.8 3.4 0.0 39.2 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国または地域の主たる内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア……香港、シンガポール、中国他 

(2)北米………米国他 

(3)その他……チェコ他 

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高でありま

す。 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 46,314 4,905 116 51,336 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       132,474 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
35.0 3.7 0.1 38.8 



（１株当たり情報） 

（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,940円84銭

１株当たり中間純利益

金額 
101円38銭

１株当たり純資産額 2,079円72銭

１株当たり中間純利益

金額 
85円43銭

１株当たり純資産額 2,017円49銭

１株当たり当期純利益

金額 
186円35銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の割合をもって株式

分割を行っております。当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

   当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の割合をもって株式

分割を行っております。当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資産
額 

1,746円31銭 1,837円02銭 

１株当たり中間純
利益金額 

１株当たり当期純
利益金額 

135円15銭 251円80銭 

なお、潜在株式調
整後１株当たり中
間純利益金額につ
いては、潜在株式
が存在しないため
記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調
整後１株当たり当
期純利益金額につ
いては、潜在株式
が存在しないため
記載しておりませ
ん。 

 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

1,837円02銭 

１株当たり当期純利益金額 

251円80銭 

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益金額（百万円） 1,639 1,381 3,024 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 10 

（うち利益処分による役員賞与金） － － ( 10) 

普通株式に係る中間（当期）純利益金額 

（百万円） 
1,639 1,381 3,014 

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173 16,173 

  
前中間連結会計期間末 
平成17年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成18年９月30日 

前連結会計年度末 
平成18年３月31日 

純資産の部の合計額（百万円） － 33,812 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ 175 － 

（うち少数株主持分） － ( 175) － 

普通株式に係る中間期末の純資産額 

（百万円） 
－ 33,637 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数（千株） 
－ 16,173 － 



（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

① 決算日後の状況 

 特記事項はありません。 

② 訴訟 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   5,220   1,083 4,366   

２．受取手形 ※４ 4,391   3,648 3,615   

３．売掛金   30,792   30,726 29,954   

４．商品   8,680   11,498 8,638   

５．その他 ※２ 1,398   1,393 1,347   

貸倒引当金   △55   △36 △45   

流動資産合計     50,428 95.0 48,314 94.8   47,878 95.3

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 78   69 71   

２．無形固定資産   297   239 268   

３．投資その他の資産   2,307   2,330 2,063   

貸倒引当金   △15   △15 △15   

投資その他の資産
合計 

  2,291   2,315 2,048   

固定資産合計     2,667 5.0 2,623 5.2   2,387 4.7

資産合計     53,096 100.0 50,938 100.0   50,265 100.0 

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※４ 265   301 275   

２．買掛金   8,319   8,270 7,296   

３．短期借入金 ※５ 12,513   11,347 10,446   

４．未払法人税等   748   647 610   

５．賞与引当金   364   351 329   

６．その他   1,151   1,161 1,053   

流動負債合計     23,361 44.0 22,079 43.4   20,010 39.8

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   2,000   － 2,000   

２．退職給付引当金   1,358   1,350 1,352   

３．役員退職慰労引当
金 

  90   38 98   

４．その他   222   146 186   

固定負債合計     3,671 6.9 1,535 3.0   3,636 7.2

負債合計     27,032 50.9 23,614 46.4   23,647 47.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,251 9.9 － －   5,251 10.4

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   4,767   － 4,767   

資本剰余金合計     4,767 9.0 － －   4,767 9.5

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   177   － 177   

２．中間（当期）未処
分利益 

  15,570   － 16,232   

利益剰余金合計     15,748 29.7 － －   16,409 32.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    296 0.5 － －   189 0.4

Ⅴ 自己株式     △0 △0.0 － －   △0 △0.0

資本合計     26,063 49.1 － －   26,617 53.0

負債・資本合計     53,096 100.0 － －   50,265 100.0 

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本             

１．資本金     － － 5,251 10.3   － －

２．資本剰余金           

資本準備金   －   4,767 －   

資本剰余金合計     － － 4,767 9.3   － －

３．利益剰余金           

(1)利益準備金   －   177 －   

(2)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金   －   16,974 －   

利益剰余金合計     － － 17,152 33.7   － －

４．自己株式     － － △0 △0.0   － －

株主資本合計     － － 27,170 53.3   － －

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金 

    － － 153 0.3   － －

評価・換算差額等合
計 

    － － 153 0.3   － －

純資産合計     － － 27,323 53.6   － －

負債純資産合計     － － 50,938 100.0   － － 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

金額 
（百万円） 

百分比
（％）

Ⅰ 売上高     59,564 100.0 57,002 100.0   116,404 100.0 

Ⅱ 売上原価     54,089 90.8 51,610 90.5   105,706 90.8

売上総利益     5,475 9.2 5,392 9.5   10,697 9.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    3,392 5.7 3,734 6.6   6,871 5.9

営業利益     2,082 3.5 1,657 2.9   3,825 3.3

Ⅳ 営業外収益 ※１   47 0.1 114 0.2   67 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   323 0.5 91 0.2   686 0.6

経常利益     1,806 3.1 1,680 2.9   3,207 2.8

Ⅵ 特別利益     22 0.0 8 0.0   189 0.1

Ⅶ 特別損失     0 0.0 0 0.0   1 0.0

税引前中間(当期)
純利益 

    1,828 3.1 1,689 2.9   3,395 2.9

法人税、住民税及
び事業税 

  684   625 1,261   

法人税等調整額   41 725 1.2 68 693 1.2 126 1,387 1.2

中間(当期)純利益     1,103 1.9 995 1.7   2,007 1.7

前期繰越利益     14,467 －   14,467 

中間配当額     － －   242 

中間（当期）未処
分利益 

    15,570 －   16,232 

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益
剰余金 

利益剰余金
合計 

繰越利益剰
余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
5,251 4,767 4,767 177 16,232 16,409 △0 26,427 

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当 (注）         △242 △242   △242 

取締役賞与 (注)         △10 △10   △10 

中間純利益         995 995   995 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － 742 742 － 742 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
5,251 4,767 4,767 177 16,974 17,152 △0 27,170 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
189 189 26,617 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 (注）     △242 

取締役賞与 (注)     △10 

中間純利益     995 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△36 △36 △36 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△36 △36 706 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
153 153 27,323 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

移動平均法による原

価法 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1)有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

時価法 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

 (3)棚卸資産 

商品 

移動平均法による原

価法 

(3)棚卸資産 

同左 

(3)棚卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物    10～15年 

工具器具備品５～10年 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウエア(自

社利用)については、社

内における利用可能期

間(５年)に基づく定額

法 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に

回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上

しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)賞与引当金 

従業員への賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づき計上して

おります。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

同左 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、

その発生時の翌事業年

度に一括費用処理する

こととし、当中間会計

期間負担額を計上して

おります。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき計上してお

ります。 

数理計算上の差異は、

その発生時の翌事業年

度に一括費用処理する

こととしております。 

 (4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく中間期末要支

給額を計上しておりま

す。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく要支給額を計

上しておりましたが、

平成18年６月に同制度

を廃止し、それ以降新

規の引当を停止してお

ります。従いまして、

当中間会計期間末の残

高は現任役員が平成18

年６月以前に就任して

いた期間に応じて引当

計上した額でありま

す。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。 

（追加情報） 

従来、役員の退職慰労

金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末

要支給額を計上してお

りましたが、役員の報

酬体系の見直しに伴

い、平成18年６月29日

付で役員退職慰労金制

度を廃止しておりま

す。  

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

５．リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しており

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。なお、

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。なお、こ

れによる損益に与える影響はありま

せん。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用し

ております。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、27,323百万円でありま

す。 

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当社の親会社である株式会社トーメ

ンは、平成17年12月６日付にて平成

18年４月１日を合併期日とする豊田

通商株式会社との合併契約書を締結

しました。合併の承認は平成18年２

月下旬開催予定の両社の臨時株主総

会において承認される予定でありま

す。 

なお、合併の方式は豊田通商株式会

社を存続会社とする吸収合併方式と

し、株式会社トーメンは解散するこ

とになります。 

────── ──────  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、251百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、263百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は、257百万円であります。 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※２．      ────── 

  

 ３．偶発債務 

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務 

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED 

218百万円(1,930千米ドル) 

 ３．偶発債務 

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務 

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED 

70百万円(600千米ドル) 

 ３．偶発債務 

(1)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務 

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED 

273百万円(2,330千米ドル) 

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS  

PTE.LTD. 

333百万円(2,842千米ドル) 

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務 

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED 

163百万円(1,445千米ドル) 

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS  

PTE.LTD. 

245百万円(2,165千米ドル) 

TOMEN ELECTRONICS TAIWAN  

CORP. 

72百万円(636千米ドル) 

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務 

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED 

436百万円(3,699千米ドル) 

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS  

PTE.LTD. 

297百万円(2,525千米ドル) 

TOMEN ELECTRONICS TAIWAN  

CORP. 

6百万円(1,771千NTドル) 

株式会社ティーエーピー 

1百万円(14千米ドル) 

(2)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務 

上海虹日国際電子有限公司 

79百万円(513千米ドルほか) 

上記金額は、決算日の為替相場によ

り円換算しております。 

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務 

上海虹日国際電子有限公司 

77百万円(573千米ドルほか) 

上記金額は、中間決算日の為替相場

により円換算しております。 

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務 

上海虹日国際電子有限公司 

93百万円(513千米ドルほか) 

上記金額は、中間決算日の為替相場

により円換算しております。 

  

  

(4)手形債権流動化に伴う買戻し義務

額 

563百万円 

  

  

  

 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

※４．      ────── ※４．中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。  

なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の満期手形が中間会計

期間末日の残高に含まれてお

ります。   

※４．      ────── 

   

   

 受取手形 462百万円 

支払手形 73百万円 

   

   

※５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結してお

り、また、取引銀行１行と貸

出コミットメント契約を締結

しております。 

  当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 

※５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結してお

り、また、取引銀行３行と貸

出コミットメント契約を締結

しております。 

  当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミット

メントに係る借入未実行残高

は次のとおりであります。 

※５．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結してお

り、また、取引銀行１行と貸

出コミットメント契約を締結

しております。 

  当事業年度末における当座貸

越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次

のとおりであります。 

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

8,700百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 700百万円

当座貸越極度額及

び貸出コミットメ

ントの総額 

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

  受取配当金 41百万円

   

  受取配当金 41百万円

  為替差益 64百万円

  受取配当金 55百万円

   

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息 73百万円

  売上割引 24百万円

  為替差損 215百万円

  支払利息 65百万円

  売上割引 26百万円

  支払利息 146百万円

  売上割引 37百万円

  為替差損 492百万円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

  有形固定資産 7百万円

  無形固定資産 37百万円

  有形固定資産 6百万円

  無形固定資産 38百万円

  有形固定資産 15百万円

  無形固定資産 75百万円

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 156 － － 156 

合計 156 － － 156 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額

相当額 

  減価償却

累計額相

当額 

  中間期末

残高相当

額 

  百万円  百万円  百万円

工具器

具備品 
444
  

216
 

227

その他 572  261 310

合 計 1,016  478 538

  
取得価額

相当額 

 減価償却

累計額相

当額 

 中間期末

残高相当

額 

  百万円 百万円 百万円

工具器

具備品 
409
 

250
 

158

その他 563 365 198

合 計 973 616 357

  
取得価額

相当額 

  減価償却

累計額相

当額 

  
期末残高

相当額 

  百万円  百万円  百万円

工具器

具備品 
416
  

228
 

188

その他 561  307 254

合 計 978  536 442

      

②未経過リース料中間期末残高相当

額等 

②未経過リース料中間期末残高相当

額等 

②未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 196百万円

 １年超 358百万円

 合計 554百万円

 １年内 177百万円

 １年超 193百万円

 合計 370百万円

 １年以内 189百万円

 １年超 268百万円

 合計 457百万円

      

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 113百万円

減価償却費相当額 107百万円

支払利息相当額 5百万円

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 97百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料 217百万円

減価償却費相当額 204百万円

支払利息相当額 10百万円

      

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

      

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

      

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（注）当中間会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（注）当中間会計期間において、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

前事業年度（平成18年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（注）当事業年度において、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該株式の減損にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。 

  
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

(1)子会社株式 － － － 

(2)関連会社株式 184 3,565 3,381 

合計 184 3,565 3,381 

  
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

(1)子会社株式 － － － 

(2)関連会社株式 184 3,997 3,813 

合計 184 3,997 3,813 

  
貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1)子会社株式 － － － 

(2)関連会社株式 184 4,453 4,268 

合計 184 4,453 4,268 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,611円45銭

１株当たり中間純利益

金額 
68円23銭

１株当たり純資産額 1,689円37銭

１株当たり中間純利益

金額 
61円58銭

１株当たり純資産額 1,645円04銭

１株当たり当期純利益

金額 
123円44銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため 記載しておりませ

ん。 

当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の割合をもって株式

分割を行っております。当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

  当社は、平成17年５月20日付で株式

１株につき２株の割合をもって株式

分割を行っております。当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資産
額 

1,495円24銭 1,550円78銭 

１株当たり中間純
利益金額 

１株当たり当期純
利益金額 

107円08銭 183円07銭 

なお、潜在株式調
整後１株当たり中
間純利益金額につ
いては、潜在株式
が存在しないため
記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調
整後１株当たり当
期純利益金額につ
いては、潜在株式
が存在しないため
記載しておりませ
ん。 

  前事業年度 

１株当たり純資産額 

1,550円78銭 

１株当たり当期純利益金額 

183円07銭 

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額については、
潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純利益金額（百万円） 1,103 995 2,007 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 10 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (10) 

普通株式に係る中間（当期）純利益金額 

（百万円） 
1,103 995 1,996 

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173 16,173 



(2）【その他】 

平成18年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり行うことを決議いたしました。 

（注）平成18年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いま

す。 

中間配当による配当金の総額 242百万円 

１株当たりの金額 15円00銭 

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成18年12月８日 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類                    平成18年６月30日 

 事業年度（第34期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）   関東財務局長に提出 

（2）臨時報告書                              平成18年４月３日 

                                    関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号（親会社及び主要株主の異動）に基づく臨時報告書

であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

株式会社トーメンエレクトロニクス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーメンエ

レクトロニクスの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から

平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算

書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社トーメンエレクトロニクス及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 周 邦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 花 井 裕 風 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

 平成１８年１２月１１日 

株式会社トーメンエレクトロニクス  

 取 締 役 会 御 中   

 あらた監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吉 田 周 邦 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 高 濱   滋 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社トーメンエレクトロニクスの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。こ

の中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社トーメンエレクトロニクス及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以  上 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月９日

株式会社トーメンエレクトロニクス 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーメンエ

レクトロニクスの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から

平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社トーメンエレクトロニクスの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日

から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 田 周 邦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 花 井 裕 風 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

 平成１８年１２月１１日 

株式会社トーメンエレクトロニクス  

 取 締 役 会 御 中   

 あらた監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吉 田 周 邦 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 高 濱   滋 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社トーメンエレクトロニクスの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間

（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社トーメンエレクトロニクスの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。 
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